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第６章 包括外部監査の結果と意見（公共施設マネジ

メント各論） 

 本章では、公共施設（「財産に関する調書」に記載される公有財産）の個々について

松山市個別施設計画の各論における分類（学校、庁舎等）に従って検討を行った。 
なお、施設数が 500 を超えており、限られた時間、人員の下、全件を検討することは

困難であるため、維持管理経費・指定管理料と減価償却費（取得価額の年間配分額）を

目安として施設管理費用の金額的重要性が高い施設を選択して検討を実施している。 
 母集団     ：施設白書に添付されている「各施設コスト一覧」掲載施設 522 件 

維持管理経費・指定管理料・減価償却費の和で算定した施設管理費用9計 150 億円 

抽出基準：上記施設管理費用 年１億円以上 

 抽出結果：施設数 31 件、上記施設管理費用 82.7 億千円（母集団の 55％） 

 
 次ページ以降で、松山市公共施設再編成計画や施設白書などの記載事項を抜粋表記し

ているが、「第５章 包括外部監査の結果と意見（公共施設マネジメント総論）1.   松山

市における公共施設マネジメントについて(1)概要 経緯と位置付け」欄のとおり、過去

に策定した計画等で、また、それぞれの計画等でも策定時点が異なるため、表記する施

設数等が一致しない場合がある。 

 
9 「各施設コスト一覧」には事業運営費・収入の記載もあるが、施設自体の費用ではな

く、その施設で実施されている事業運営上の収支であるためこれらは除外した。 

大分類 施設名 所管課 延床面積（㎡） 施設関連費用（千円）

環境関連施設 西クリーンセンター 清掃施設課 18,760.02 995,795
スポーツ・レクレーション施設 総合コミュニティセンター スポーティングシティ推進課 47,896.47 936,566
環境関連施設 南クリーンセンター 清掃施設課 17,736.96 597,330
スポーツ・レクレーション施設 中央公園多目的競技場 競輪事務所 22,474.00 454,115
福祉関係施設 総合福祉センター 高齢福祉課 9,690.80 394,084
スポーツ・レクレーション施設 坊っちゃんスタジアム スポーティングシティ推進課 33,421.00 371,796
スポーツ・レクレーション施設 プール スポーティングシティ推進課 7,999.00 358,789
市場 中央市場 市場管理課 36,982.00 328,067
環境関連施設 横谷埋立センター 清掃施設課 1,894.01 296,564
庁舎等 本館 管財課 21,176.00 268,203
スポーツ・レクレーション施設 野外活動センター スポーティングシティ推進課 9,560.11 243,877
観光・文化施設 埋蔵文化財センター（考古館）・文化財情報館 文化財課 3,749.00 239,345
観光・文化施設 子規記念博物館 子規記念博物館 7,087.76 224,967
市場 水産市場 市場管理課 19,825.00 209,658
公民館・集会所等 集会所 （全施設合計） 学習施設課 50,991.69 196,649
観光・文化施設 松山市民会館 文化・ことば課 9,949.40 194,561
公園施設 松山総合公園 公園緑地課 3,068.35 178,112
観光・文化施設 城山索道（ロープウェイ・リフト） 観光・国際交流課 2,831.44 177,186
スポーツ・レクレーション施設 その他 スポーティングシティ推進課 ― 169,417
住宅 小栗 住宅課 1,204.00 148,286
福祉関係施設 児童発達支援センターひまわり園 障がい福祉課 1,436.19 144,010
その他市民利用施設 男女共同参画推進センター(通称：コムズ） 市民生活課 3,958.32 143,515
住宅 太山寺 住宅課 37,703.00 139,151
住宅 三光 住宅課 32,250.00 116,651
学校 松山南学校給食共同調理場 保健体育課 3,291.00 112,222
スポーツ・レクレーション施設 北条スポーツセンター スポーティングシティ推進課 14,522.64 110,633
観光・文化施設 坂の上の雲ミュージアム 坂の上の雲ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 3,122.83 108,110
住宅 山西 住宅課 23,859.00 107,646
庁舎等 別館 管財課 8,205.00 106,899
観光・文化施設 中央図書館 中央図書館事務所 5,617.00 103,210
福祉関係施設 松山市斎場 生活衛生課 1,718.00 101,556
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1.   学校 

 松山市個別施設計画で「学校」と区分されている施設は、「幼稚園」「小学校」「中

学校」「教育研修センター」「教職員住宅」「寮」「共同調理場」である。このうち、

施設管理費用の金額的重要性が高い「小学校」「中学校」「共同調理場」について検討

を実施した。 
 

(1)  小学校・中学校の概要 

・小学校 
市立小学校は市内に 59 校（分校１含）と施設数が多数のため、敷地の状態が市有地以

外に立地している学校と休校中の学校を抽出して記載した。 
 敷地の状態が市有地以外の学校 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 

管理 

形態 

敷地の 

状態 

清水小学校 
清水町三丁目

15 

14,677.00

㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階

6,974㎡・昭和 32年 
直営 

市有地 

民有地 

久枝小学校 
安城寺町 

586－1 

19,124.24

㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階

8,715㎡・昭和 44年 
直営 

市有地 

民有地 

味生小学校 
別府町 

166－4 

13,793.79

㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階

8,481㎡・昭和 44年 
直営 

市有地 

民有地 

余土小学校 
余戸東一丁目 

14－17 

11,746.00

㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階

8,137㎡・昭和 36年 
直営 

市有地 

民有地 

伊台小学校 
下伊台町 

1438－1 

10,475.17

㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 4階

4,189㎡・昭和 57年 
直営 

市有地 

民有地 

みどり 

小学校 

西長戸町 

493－2 

18,304.06

㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階

11,295㎡・平成 2年 
直営 

市有地 

民有地 

（出所：施設白書） 
敷地の状態に民有地を記載している趣旨としては、将来建替えを実施する際に賃料負

担のない市有地への移転なども検討できるように、基本情報として学校施設以外の全施

設統一のひな型として記載しているものであり、学校運営に関するリスク情報として記

載しているものではない。 
  

 

112 
 

第６章 包括外部監査の結果と意見（公共施設マネジ

メント各論） 

 本章では、公共施設（「財産に関する調書」に記載される公有財産）の個々について

松山市個別施設計画の各論における分類（学校、庁舎等）に従って検討を行った。 
なお、施設数が 500 を超えており、限られた時間、人員の下、全件を検討することは

困難であるため、維持管理経費・指定管理料と減価償却費（取得価額の年間配分額）を

目安として施設管理費用の金額的重要性が高い施設を選択して検討を実施している。 
 母集団     ：施設白書に添付されている「各施設コスト一覧」掲載施設 522 件 

維持管理経費・指定管理料・減価償却費の和で算定した施設管理費用9計 150 億円 

抽出基準：上記施設管理費用 年１億円以上 

 抽出結果：施設数 31 件、上記施設管理費用 82.7 億千円（母集団の 55％） 

 
 次ページ以降で、松山市公共施設再編成計画や施設白書などの記載事項を抜粋表記し

ているが、「第５章 包括外部監査の結果と意見（公共施設マネジメント総論）1.   松山

市における公共施設マネジメントについて(1)概要 経緯と位置付け」欄のとおり、過去

に策定した計画等で、また、それぞれの計画等でも策定時点が異なるため、表記する施

設数等が一致しない場合がある。 

 
9 「各施設コスト一覧」には事業運営費・収入の記載もあるが、施設自体の費用ではな

く、その施設で実施されている事業運営上の収支であるためこれらは除外した。 

大分類 施設名 所管課 延床面積（㎡） 施設関連費用（千円）

環境関連施設 西クリーンセンター 清掃施設課 18,760.02 995,795
スポーツ・レクレーション施設 総合コミュニティセンター スポーティングシティ推進課 47,896.47 936,566
環境関連施設 南クリーンセンター 清掃施設課 17,736.96 597,330
スポーツ・レクレーション施設 中央公園多目的競技場 競輪事務所 22,474.00 454,115
福祉関係施設 総合福祉センター 高齢福祉課 9,690.80 394,084
スポーツ・レクレーション施設 坊っちゃんスタジアム スポーティングシティ推進課 33,421.00 371,796
スポーツ・レクレーション施設 プール スポーティングシティ推進課 7,999.00 358,789
市場 中央市場 市場管理課 36,982.00 328,067
環境関連施設 横谷埋立センター 清掃施設課 1,894.01 296,564
庁舎等 本館 管財課 21,176.00 268,203
スポーツ・レクレーション施設 野外活動センター スポーティングシティ推進課 9,560.11 243,877
観光・文化施設 埋蔵文化財センター（考古館）・文化財情報館 文化財課 3,749.00 239,345
観光・文化施設 子規記念博物館 子規記念博物館 7,087.76 224,967
市場 水産市場 市場管理課 19,825.00 209,658
公民館・集会所等 集会所 （全施設合計） 学習施設課 50,991.69 196,649
観光・文化施設 松山市民会館 文化・ことば課 9,949.40 194,561
公園施設 松山総合公園 公園緑地課 3,068.35 178,112
観光・文化施設 城山索道（ロープウェイ・リフト） 観光・国際交流課 2,831.44 177,186
スポーツ・レクレーション施設 その他 スポーティングシティ推進課 ― 169,417
住宅 小栗 住宅課 1,204.00 148,286
福祉関係施設 児童発達支援センターひまわり園 障がい福祉課 1,436.19 144,010
その他市民利用施設 男女共同参画推進センター(通称：コムズ） 市民生活課 3,958.32 143,515
住宅 太山寺 住宅課 37,703.00 139,151
住宅 三光 住宅課 32,250.00 116,651
学校 松山南学校給食共同調理場 保健体育課 3,291.00 112,222
スポーツ・レクレーション施設 北条スポーツセンター スポーティングシティ推進課 14,522.64 110,633
観光・文化施設 坂の上の雲ミュージアム 坂の上の雲ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 3,122.83 108,110
住宅 山西 住宅課 23,859.00 107,646
庁舎等 別館 管財課 8,205.00 106,899
観光・文化施設 中央図書館 中央図書館事務所 5,617.00 103,210
福祉関係施設 松山市斎場 生活衛生課 1,718.00 101,556
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 休校中の学校   

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 

釣島分校 
(H24.4 から休校) 

泊町 1465 3,098.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 1階 357㎡ 

・昭和 60年 

睦月小学校 
(H21.4 から休校) 

睦月甲 1068

－6 

5,337.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 2,311㎡ 

・昭和 44年 

野忽那小学校 
(H21.4 から休校) 

野忽那 

甲 1540－1 

5,851.00㎡ 軽量鉄骨造・地上 1階 1,378㎡ 

・昭和 40年 

津和地小学校 
(H29.4 から休校) 

津和地 1588

－1 

6,658.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 2,308㎡ 

・昭和 36年 

二神小学校 
(H21.4 から休校) 

二神甲 227 4,710.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 1,465㎡ 

・昭和 52年 

（出所：施設白書） 
すべて島しょ部の学校であるが、廃校の予定はないため消防点検や浄化槽の保守点検

等、学校再開に支障がないよう維持管理を継続している。ただし、耐震化工事は学校再

開時に検討する予定として未実施（上記休校施設以外の小学校校舎耐震化工事は平成 28

年度に完了）。移住や出生などで再開する可能性があることから休校としているもので、

最終的に廃校となるのは地元住民の総意として要望があった場合に検討するものであり、

現時点では廃校の検討は行っていない。 

 
利用状況 
 児童数は、昭和 58 年には４万人を超えていたが、その後は年々緩やかに減少して令和

３年には２万６千人となっている。 

 小学校児童数の推移（各年度５月 1日現在） 

年度 総数 男 女 

平成 24年度 27,295人 14,012 人 13,283 人 

平成 25年度 27,051人 13,823 人 13,228 人 

平成 26年度 26,960人 13,780 人 13,180 人 

平成 27年度 26,845人 13,638 人 13,207 人 

平成 28年度 26,631人 13,453 人 13,178 人 

平成 29年度 26,626人 13,501 人 13,125 人 

平成 30年度 26,745人 13,553 人 13,192 人 

令和元年度 26,597人 13,447 人 13,150 人 

令和 2年度 26,322人 13,378 人 12,944 人 

令和 3年度 26,197人 13,393 人 12,804 人 

（松山市ホームページ 統計データ 「松山市立小中学校児童・生徒数の推移」）
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・中学校 

市立中学校は市内に 29 校と施設数が多数のため、敷地の状態が市有地以外に立地して

いる学校と休校中の学校を抽出して記載した。 

敷地の状態が市有地以外の学校 

施設名 所在地 延べ面積 建築年 
管理 

形態 
敷地の 

状態 

津田中学校 北斎院町 1106 
19,965.00

㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 4階 

8,577㎡・昭和 42年 
直営 

市有地 

国有地 

（出所：施設白書） 
休校中の学校はなく、中学校校舎耐震化工事は、平成 28年度完了している。 

 

利用状況 
生徒数は、昭和 62 年には２万人を超えていたが、その後は年々緩やかに減少している。

この傾向は、平成 17 年の合併以降も続いている。 

中学校生徒数の推移（各年度５月 1日現在） 

年度 総数 男 女 

平成 24年度 12,829人 6,554 人 6,275 人 

平成 25年度 12,770人 6,643 人 6,127 人 

平成 26年度 12,588人 6,500 人 6,088 人 

平成 27年度 12,493人 6,532 人 5,961 人 

平成 28年度 12,374人 6,399 人 5,975 人 

平成 29年度 12,210人 6,321 人 5,889 人 

平成 30年度 11,914人 6,104 人 5,810 人 

令和元年度 11,761人 6,002 人 5,759 人 

令和 2年度 11,862人 6,080 人 5,782 人 

令和 3年度 11,974人 6,067 人 5,907 人 

（松山市ホームページ 統計データ 「松山市立小中学校児童・生徒数の推移」） 
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 休校中の学校   

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 

釣島分校 
(H24.4 から休校) 

泊町 1465 3,098.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 1階 357㎡ 

・昭和 60年 

睦月小学校 
(H21.4 から休校) 

睦月甲 1068

－6 

5,337.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 2,311㎡ 

・昭和 44年 

野忽那小学校 
(H21.4 から休校) 

野忽那 

甲 1540－1 

5,851.00㎡ 軽量鉄骨造・地上 1階 1,378㎡ 

・昭和 40年 

津和地小学校 
(H29.4 から休校) 

津和地 1588

－1 

6,658.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 2,308㎡ 

・昭和 36年 

二神小学校 
(H21.4 から休校) 

二神甲 227 4,710.00㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 1,465㎡ 

・昭和 52年 

（出所：施設白書） 
すべて島しょ部の学校であるが、廃校の予定はないため消防点検や浄化槽の保守点検

等、学校再開に支障がないよう維持管理を継続している。ただし、耐震化工事は学校再

開時に検討する予定として未実施（上記休校施設以外の小学校校舎耐震化工事は平成 28

年度に完了）。移住や出生などで再開する可能性があることから休校としているもので、

最終的に廃校となるのは地元住民の総意として要望があった場合に検討するものであり、

現時点では廃校の検討は行っていない。 

 
利用状況 
 児童数は、昭和 58 年には４万人を超えていたが、その後は年々緩やかに減少して令和

３年には２万６千人となっている。 

 小学校児童数の推移（各年度５月 1日現在） 

年度 総数 男 女 

平成 24年度 27,295 人 14,012 人 13,283 人 

平成 25年度 27,051 人 13,823 人 13,228 人 

平成 26年度 26,960 人 13,780 人 13,180 人 

平成 27年度 26,845 人 13,638 人 13,207 人 

平成 28年度 26,631 人 13,453 人 13,178 人 

平成 29年度 26,626 人 13,501 人 13,125 人 

平成 30年度 26,745 人 13,553 人 13,192 人 

令和元年度 26,597 人 13,447 人 13,150 人 

令和 2年度 26,322 人 13,378 人 12,944 人 

令和 3年度 26,197 人 13,393 人 12,804 人 

（松山市ホームページ 統計データ 「松山市立小中学校児童・生徒数の推移」）
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(2)  小学校・中学校に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化、複合化 

適正規模での更新による施設量の削減 

内容 

施設更新時の児童生徒数及びその後の推移の見込

みに応じた施設規模で更新を行います。また、学

校が地域の核となることなどを視野に入れなが

ら、学校の教育環境や安全性に配慮した上で、他

の公共施設との複合化を検討します（現在、児童

クラブとの複合化は進めているところ。）。さら

に、小中併設型校舎を整備した東雲小学校・東中

学校の効果を検証し、小中連携校の可能性につい

て検討します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

地域単位の配置が基本です。 

（昭和終わり頃の児童生徒数増加に伴い、昭和終

わりから平成初めにかけて、一部の地域で分離新

設校を設置しました。） 

(２) 
統廃合 

考え方 

現段階では統廃合の予定はありませんが、教育施

設及び地域の拠点施設としての学校の役割を考慮

しながら、児童数の推移や地域の実情等を見極め

る中で、その必要性を検討します。 

(３) 
機能の 

考え方 

普通教室（普通・特別支援）、特別教室（理科・

音楽・図工 外）、管理諸室（校長室・職員室・

保健室 外） 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

施設更新時の児童生徒数やその後の推移の見込み

のほか、他の公共施設との複合化の状況を踏ま

え、適正な施設規模で更新を行います。 

(２) 
複合化の考

え方 

施設複合化には、安全性の問題、動線交錯の問

題、互いの音による運営上の支障などの課題はあ

るものの、施設機能の共有化による学校施設の高

機能化・多機能化（例：放課後児童クラブとの複

合化）、世代間交流の促進（例：高齢者福祉施

設・保育施設との複合化）、地域コミュニティの

拠点形成（例：公民館との複合化）といった効果

があるため、課題・効果を総合的に勘案し、学校

の教育環境の維持・向上を踏まえた上で、検討を

進めます。 

３ コスト削減の考え方 

施設規模の適正化や他の公共施設との複合化など

によりコスト削減を図ります。 
予防保全に努めるなど効率的・効果的な管理を行

い、長寿命化に取り組むことで、トータルコスト

の抑制を図ります。 

（出所：再編成計画） 
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(3)  学校給食共同調理場の概要 

松山市には、18の共同調理場が存在し、各小中学校の給食の調理を行っている。 

なお、施設を取り巻く状況や課題について市は下記のとおり検討を行っている。 

松山市内に共同調理場が 18 施設あるが、興居島共同調理場（築 45 年）、たちばな共

同調理場（築 43 年）、日浦共同調理場（築 43 年）、浮穴共同調理場（築 40 年）、垣生

共同調理場（築 40 年）、湯山共同調理場（築 39 年）、久米共同調理場（築 39 年）の７

施設が、築 40 年前後の建物となっており、老朽化が問題となっています。また、年次経

過とともに対象児童生徒数の片寄りが生じ施設狭隘化等の問題もあります。 

（出所：施設白書） 

 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 

管理 

形態 
敷地の 

状態 
城北学校給食

共同調理場 西長戸町 

636－1 
4,543㎡ 

鉄骨造・地上 2階 

1,326㎡・平成 11年 
直営 市有地 

久枝学校給食 

共同調理場 

鉄骨造・地上 2階 

1,326 ㎡・平成 11年 
直営 市有地 

興居島学校給

食共同調理場 
泊町甲 425－3 

(興居島    

 中学校内) 
鉄骨造・地上 1階 

236㎡・昭和 47年 
直営 市有地 

たちばな学校給

食共同調理場 
針田町 209－1 1,350 ㎡ 

鉄骨造・地上 1階 

505 ㎡・昭和 49年 
直営 市有地 

浮穴学校給食 

共同調理場 
森松町 832－1 (浮穴小学校内) 

鉄骨造・地上 1階 

616 ㎡・昭和 52年 
直営 市有地 

垣生学校給食 

共同調理場 

西垣生町 

756－2 
(垣生小学校内) 

鉄骨造・地上 1階 

600 ㎡・昭和 52年 
直営 市有地 

湯山学校給食 

共同調理場 

溝辺町 

甲 499－2 
(湯山中学校内) 

鉄骨造・地上 1階 

469 ㎡・昭和 53年 
直営 市有地 

久米学校給食 

共同調理場 
鷹子町 20  (久米小学校内) 

鉄骨造・地上 1階 

769 ㎡・昭和 53年 
直営 市有地 

和気学校給食 

共同調理場 

太山寺町 

671－3 
1,768 ㎡ 

鉄骨造・地上 1階 

700 ㎡・昭和 54年 
直営 市有地 

八坂学校給食 

共同調理場 
湯渡町 4－20 (八坂小学校内) 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造・地上 1 階 

374 ㎡・昭和 55年 
直営 市有地 

桑原学校給食 

共同調理場 
畑寺丙 12－8 3,894 ㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

1,692 ㎡・昭和 57年 
直営 市有地 

三津浜学校給

食共同調理場 
梅田町 2－42 2,198 ㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

932 ㎡・昭和 57年 
直営 市有地 

新玉学校給食 

共同調理場 

千舟町八丁目 

89 
(新玉小学校内) 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

773 ㎡・昭和 59年 
直営 市有地 

味生学校給食 

共同調理場 

空港通三丁目 

6－17 
2,627 ㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 1階

906 ㎡・昭和 61年 
直営 市有地 

日浦学校給食 

共同調理場 

河中町 

甲 79－2 
(日浦小学校内) 

鉄骨造・地上 1階 

90 ㎡・昭和 49年 
直営 市有地 

中島学校給食 

共同調理場 
小浜 1206 430㎡ 

鉄骨造・地上 1階 

352 ㎡・昭和 61年 
直営 市有地 

松山南学校給

食共同調理場 

井門町 

1084－1 
4,447 ㎡ 

鉄骨造・地上 2階 

3,291 ㎡・平成 22年 
直営 市有地 

北条学校給食

共同調理場 

下難波 

甲 125－1 
3,928 ㎡ 

鉄骨造・地上 2階 

2,127㎡・平成 25年 
直営 市有地 
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(2)  小学校・中学校に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化、複合化 

適正規模での更新による施設量の削減 

内容 

施設更新時の児童生徒数及びその後の推移の見込

みに応じた施設規模で更新を行います。また、学

校が地域の核となることなどを視野に入れなが

ら、学校の教育環境や安全性に配慮した上で、他

の公共施設との複合化を検討します（現在、児童

クラブとの複合化は進めているところ。）。さら

に、小中併設型校舎を整備した東雲小学校・東中

学校の効果を検証し、小中連携校の可能性につい

て検討します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

地域単位の配置が基本です。 

（昭和終わり頃の児童生徒数増加に伴い、昭和終

わりから平成初めにかけて、一部の地域で分離新

設校を設置しました。） 

(２) 
統廃合 

考え方 

現段階では統廃合の予定はありませんが、教育施

設及び地域の拠点施設としての学校の役割を考慮

しながら、児童数の推移や地域の実情等を見極め

る中で、その必要性を検討します。 

(３) 
機能の 

考え方 

普通教室（普通・特別支援）、特別教室（理科・

音楽・図工 外）、管理諸室（校長室・職員室・

保健室 外） 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

施設更新時の児童生徒数やその後の推移の見込み

のほか、他の公共施設との複合化の状況を踏ま

え、適正な施設規模で更新を行います。 

(２) 
複合化の考

え方 

施設複合化には、安全性の問題、動線交錯の問

題、互いの音による運営上の支障などの課題はあ

るものの、施設機能の共有化による学校施設の高

機能化・多機能化（例：放課後児童クラブとの複

合化）、世代間交流の促進（例：高齢者福祉施

設・保育施設との複合化）、地域コミュニティの

拠点形成（例：公民館との複合化）といった効果

があるため、課題・効果を総合的に勘案し、学校

の教育環境の維持・向上を踏まえた上で、検討を

進めます。 

３ コスト削減の考え方 

施設規模の適正化や他の公共施設との複合化など

によりコスト削減を図ります。 
予防保全に努めるなど効率的・効果的な管理を行

い、長寿命化に取り組むことで、トータルコスト

の抑制を図ります。 

（出所：再編成計画） 
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(4)  学校給食共同調理場に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
統廃合 
長寿命化 

内容 

児童・生徒・幼児数の片寄りを是正し、市内全
域の共同調理場の適切な規模を検討したうえ
で、統廃合等を実施していきます。 
施設の現状、耐力度を把握し、施設更新（建て
替え）、施設維持（長寿命化）のどちらが望ま
しいかを検討していきます。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

「学校給食共同調理場整備基本計画」を策定し

ていくなかで、市内全域の各学校に給食を提供

する必要性を考慮し、検討していきます。 

(２) 
統廃合 

考え方 

平成 28 年度に策定される予定の「学校給食共同

調理場整備基本計画」に基づき、市内全域の調

理場の適切な規模を検討したうえで、統廃合等

を検討していきます。 

(３) 
機能の 

考え方 
調理場、事務室 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

児童・生徒・幼児数の片寄りを是正し、市内全

域の共同調理場の適切な規模を検討していきま

す。 

(２) 
複合化の考

え方 
食品を扱う施設のため複合化は難しいです。 

３ コスト削減の考え方 

児童・生徒・幼児数は減少傾向にあるため統廃

合等により、施設量や維持管理費の削減に努め

ていきます。 

（出所：再編成計画） 
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(5)  小中学校・幼稚園に関する個別施設計画 

松山市の小中学校・幼稚園に関する個別施設計画として、令和２年４月に学習施設課

が策定した「松山市学校施設等長寿命化計画」が公表されている。 

 
（出所：松山市学校施設等長寿命化計画） 

なお、長寿命・適正規模化を図った際のコスト 1,440 億円の財源としては、国庫補助

金 477 億円、地方債 797億円が充当できる見込みとしている。 

過去に実施した耐震補強工事等の施設整備費は年平均 34.7 億円であったため、年平均

約 29 億円の計画値について財政上実現不可能な計画とはなっていないと考えられる。 

  

◇小中学校・幼稚園 今後の維持管理に向けた方針 
 「学校施設の老朽化状況の実態」による建物点検結果及び劣化調査結果より、築年数
が 30年を超えると早急に対応が必要な物件が増えることから、予防保全的な改修を 30
年周期で実施する必要があります。 
 また、「学校施設等の規模・配置計画等の方針」による施設削減検討を含め、必要な
コストを試算した結果は以下のようになり、限られた財源や人員のなかで、平準化を図
りながら維持・管理が実施できる計画とします。 
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(4)  学校給食共同調理場に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
統廃合 
長寿命化 

内容 

児童・生徒・幼児数の片寄りを是正し、市内全
域の共同調理場の適切な規模を検討したうえ
で、統廃合等を実施していきます。 
施設の現状、耐力度を把握し、施設更新（建て
替え）、施設維持（長寿命化）のどちらが望ま
しいかを検討していきます。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

「学校給食共同調理場整備基本計画」を策定し

ていくなかで、市内全域の各学校に給食を提供

する必要性を考慮し、検討していきます。 

(２) 
統廃合 

考え方 

平成 28 年度に策定される予定の「学校給食共同

調理場整備基本計画」に基づき、市内全域の調

理場の適切な規模を検討したうえで、統廃合等

を検討していきます。 

(３) 
機能の 

考え方 
調理場、事務室 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

児童・生徒・幼児数の片寄りを是正し、市内全

域の共同調理場の適切な規模を検討していきま

す。 

(２) 
複合化の考

え方 
食品を扱う施設のため複合化は難しいです。 

３ コスト削減の考え方 

児童・生徒・幼児数は減少傾向にあるため統廃

合等により、施設量や維持管理費の削減に努め

ていきます。 

（出所：再編成計画） 
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(5)  小中学校・幼稚園に関する個別施設計画 

松山市の小中学校・幼稚園に関する個別施設計画として、令和２年４月に学習施設課

が策定した「松山市学校施設等長寿命化計画」が公表されている。 

 
（出所：松山市学校施設等長寿命化計画） 

なお、長寿命・適正規模化を図った際のコスト 1,440 億円の財源としては、国庫補助

金 477億円、地方債 797億円が充当できる見込みとしている。 

過去に実施した耐震補強工事等の施設整備費は年平均 34.7 億円であったため、年平均

約 29億円の計画値について財政上実現不可能な計画とはなっていないと考えられる。 

  

◇小中学校・幼稚園 今後の維持管理に向けた方針 
 「学校施設の老朽化状況の実態」による建物点検結果及び劣化調査結果より、築年数
が 30年を超えると早急に対応が必要な物件が増えることから、予防保全的な改修を 30
年周期で実施する必要があります。 
 また、「学校施設等の規模・配置計画等の方針」による施設削減検討を含め、必要な
コストを試算した結果は以下のようになり、限られた財源や人員のなかで、平準化を図
りながら維持・管理が実施できる計画とします。 
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（億円）

大規模改造 長寿命化改修 改築 解体 委託設計 その他（補助） その他（単独） 年平均

50年間の総額
約1,440億円

50年間の平均
約29億円/年



 

120 
 

 

(6)  学校給食施設を含めた施設用途区分「学校」に関する個別施設計画 

小中学校・幼稚園については上記長寿命化計画のシミュレーションにおいて今後 10 年

間分のコストが 282 億円と見込まれている。これに、「松山市個別施設計画」では、学

校給食調理場で今後 10 年間見込まれる 38 億円を加えた額を「学校」に関するコストと

して見込んでいる。 

 

（出所：個別施設計画） 

 

(7)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 

 
(8)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
 
  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

①学校 389 36.4 320.7 376.2 ▲55.5 680,152 671,915 661,820 ▲18,332
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2.   市営住宅 

(1)  市営住宅の概要 

 松山市は住宅に困窮する低所得者を対象に、低廉な家賃の住宅を賃貸することによる

市民生活の安定と社会福祉の増進を目的として市営住宅を設置している。 

なお、市営住宅は、国の補助金を得て設置しており、法律に定める制約や条件がある。 

市営住宅は、松山市を賃貸人として、入居者を賃借人とする住宅であるが、地方及び

地方公共団体が設置した公の施設の利用という面を持っており、条例等の定めに従って

画一的な賃貸借契約を行っている。 

団地一覧 
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2.   市営住宅 

(1)  市営住宅の概要 

 松山市は住宅に困窮する低額所得者を対象に、低廉な家賃の住宅を賃貸することによ

る市民生活の安定と社会福祉の増進を目的として市営住宅を設置している。 

市営住宅は、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、国の補助金を得て住

宅に困窮する市民に供給する低廉な住宅であり、法律に定める制約や条件がある。 

市営住宅は、松山市を賃貸人として、入居者を賃借人とする住宅であるが、地方及び

地方公共団体が設置した公の施設の利用という面を持っており、条例等の定めに従って
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（出所：松山市営住宅管理センターホームページ） 

利用状況は、建築年が比較的新しい市営住宅は高い入居率を維持しており、住宅に困

窮する市民のニーズを反映していると言えるが、一部の市営住宅は建築年も古く耐震性

を有しないために、建替え又は用途廃止の計画しており、募集を停止している。 

市営住宅の現況は、49団地、258棟、4,359 戸を管理しており、そのうち一部では既に

耐用年数を経過しているほか、設備や機能面においても老朽化が進んでいるため、今後

は、耐震性を有しない住宅は計画的な建替え又は用途廃止による除却を予定していま

す。なお、戸別の耐震化率は約 91％に達しています。 

（出所：施設白書） 

耐震化率が100％となっていない点について松山市へヒアリングを実施したところ、居

住者の意向により即座の転居が強制できないところ、２団地の除却が完了し、残りにつ

いては近隣地区の市営住宅建替時に集約を行うこと等の検討等を行っているとの返答を

得た。 
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(2)  市営住宅に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化、集約化、民間活力の活用によるコス
ト削減 

内容 

高齢者単身世帯の増加傾向から供給する住宅規
模を適正化することや、施設を集約し高層化す
ることにより可能な限り施設量を削減するが、
現行法の中で戸数を削減することは難しいこと
から大幅な施設量の削減は難しいです。 
このため、民間活力を活用することにより公営
住宅の整備と管理に係る費用負担やマンパワー
の削減を図るなど、施設量の削減に相当するコ
スト削減を図っていく。 
さらに、既存の住宅は計画的な修繕により可能
な限り長寿命化を図るが、ニーズが少ない住宅
は転用や売却など含め検討を行うなど効率的か
つ効果的な市営住宅のマネジメントを行う。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

現在の施設数（50 団地）以上の整備は行いませ
ん。 

(２) 
統廃合 
考え方 

人口減少時代の到来、収入や居住環境等により
公営住宅で支援を行う必要がある世帯を勘案
し、市全域の住宅事情等を踏まえ適切な供給戸
数を検討します。 
松山市公営住宅長寿命化計画において、耐用年
数が経過し今後団地を継続して維持管理するこ
とが効率的でないと判断された団地について
は、用途廃止を実施し、他部門での有効活用や
売却を含めた検討を行います。 

(３) 
機能の 
考え方 

低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯な
どの住宅確保要配慮者の居住安定の確保 
住宅セーフティネット機能 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

石井地区、北条地区を除く住宅の建替時期は、
20 年以上先になるが、世帯数の状況や国の動
向、さらには松山市全体の空家の状況など総合
的に判断して直接建設、借上げ住宅、PFI などの
中から適切な手法で行います。 

(２) 
複合化の考
え方 

可能な限り複合化を図ります。 

３ コスト削減の考え方 

民間活力を活用した維持管理コスト削減を図る
とともに、建替時の集約化、高層化により生じ
た余剰地部分の売却や福祉施設等の併設等によ
る有効活用を検討します。 
建替事業に伴う一時的な不足戸数分の補完につ
いて、借上公営住宅制度の導入を検討します。 

（出所：再編成計画） 
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（出所：松山市営住宅管理センターホームページ） 
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(3)  市営住宅に関する個別施設計画 

松山市の市営住宅に関する個別施設計画として、令和２年２月に住宅課が改定した

「松山市公営住宅等長寿命化計画（改定版）」が策定され、その結果を踏まえた今後 10

年間のコストと施設量削減の見込みを下記のとおり試算している。 

 

（出所：個別施設計画） 
なお、長寿命・適正規模化を図った際のコスト 77 億円の財源としては、国庫補助金 34

億円、地方債 32 億円が充当できる見込みとしている。 
 

(4)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 

 
(5)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

②市営住宅 275 39.2 77.7 178.6 ▲100.9 304,617 304,520 305,451 834
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3.   スポーツ施設 

松山市個別施設計画で「スポーツ施設」と区分されている施設は、野外活動センター

（スクールゾーン、キャンプゾーン、アドベンチャーゾーン）、総合コミュニティセン

ター（体育館、プール）、松山中央公園（野球場、サブ野球場、屋内運動場、プール

等）、中島 B&G 海洋センター（体育館、柔剣道場、プール）、北条スポーツセンター

（陸上競技場、球技場、フットサル場、体育館、野球場）、北条体育館（体育館、武道

場）等である。 
このうち、施設管理費用の重要性が高い「総合コミュニティセンター（体育館、プー

ル）」「松山中央公園（野球場、サブ野球場、屋内運動場、プール等）」について検討

を実施した。 
 

(1)  総合コミュニティセンター（体育館、プール）の概要                  

 総合コミュニティセンターは、「コミュニティプラザ」をはじめ「研修会議室」、

「文化ホール」、「中央図書館」、「こども館・温水プール」等の施設からなる文化向

上、生涯教育、健康増進の拠点である。 
 
基本情報                                      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

所在地 湊町七丁目５ 

敷地面積 28,842.74 ㎡ 

建築年 

昭和 59 年 体育館・プール 

昭和 61 年 文化ホール・こども館

昭和 62 年 企画展示ホール 

延べ面積 47,896.47 ㎡（中央図書館含む） 

構造・階層 
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上３階地下２階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（総合コミュニティセンター） 
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このうち、施設管理費用の金額的重要性が高い「総合コミュニティセンター（体育館、

プール）」「松山中央公園（野球場、サブ野球場、屋内運動場、プール等）」について

検討を実施した。 
 

(1)  総合コミュニティセンター（体育館、プール）の概要                    

 総合コミュニティセンターは、「コミュニティプラザ」をはじめ「研修会議室」、

「文化ホール」、「中央図書館」、「こども館・温水プール」等の施設からなる文化向

上、生涯教育、健康増進の拠点である。 
 
基本情報                                      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

所在地 湊町七丁目５ 

敷地面積 28,842.74㎡ 

建築年 

昭和 59 年 体育館・プール 

昭和 61 年 文化ホール・こども館 

昭和 62 年 企画展示ホール 

延べ面積 47,896.47㎡（中央図書館含む） 

構造・階層 
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上３階地下２階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（総合コミュニティセンター） 
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施設概要 

設置目的 教育文化の振興及び健康の増進を図り、市民福祉の高揚に資するため 

施設の構成 

○コミュニティプラザ、研修会議室棟（コミュニティプラザ、会議室、   

和室、円卓会議室、展示室、レストラン、インターネットパソコンコ

ーナー等） 
○文化ホール（キャメリアホール） 
○体育館・温水プール（主競技場、補助競技場、プール、 
トレーニングルーム、ラケットボールコート等） 

○こども館、コスモシアター（こども広場、コスモシアター、工作教

室、休憩コーナー等） 
○企画展示ホール（１階展示ホール、２階展示コーナー、３階展示ホー

ル） 
○駐車場２か所 

事業概要 

○文化振興事業 
 ・市民ミュージカルやコスモシアター上映等の市民が文化に接し、 

体感し、魅力を広める機会を提供する公演事業 
 ・工作教室や将棋教室等の各種教室事業 
 ・こども館おもちゃ病院や観望会等の児童や親子を対象とした体験事業 
 ・文化ホール（キャメリアホール）や諸施設の貸与を行う拠点施設運

営事業 
○スポーツ振興事業 

 ・道後温泉卓球大会や市民スポーツフェスタ等の生涯スポーツへの参

加やトップアスリートとの交流によりスポーツ振興を目指す大会事

業 

 ・水泳教室やジョギング教室等の市民が健康への関心を高める機会を 

創出する教室事業 

 ・体育館や温水プール等の施設貸与を行う拠点施設運営事業 

○収益事業 

 ・文化・スポーツ施設における公益目的事業以外への貸与及び駐車

場・売店などの施設運営を行う。 

施設を取り巻

く状況や課題 

松山市総合コミュニティセンターは、昭和 58 年～62 年に３期に渡り建

設された施設であり、体育館や温水プール、文化ホール、図書館、プラ

ネタリウムなど多くの用途を複合し、昭和 62 年４月に全館オープンして

以来、多くの市民に利用されている施設である。現在竣工後約 26 年が経

過し、平成 26 年度から平成 28 年度までの３か年で体育館と文化ホールの

大規模改修工事を実施するなど、建築設備の老朽化による改修を随時行

う必要があります。 

また、JR 松山駅前の再開発事業に伴い、総合コミュニティセンターの

今後の役割を検討していく必要があります。 

（出所：施設白書） 
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利用状況 
令和２年度の利用者数は、261,780 人で、令和元年度の 782,512 人に比べ 520,732 人

(66.5％）減少している。また、使用料等収入は、106,675,725 円で、昨年度の

226,673,795 円に比べ、119,998,070 円（52.9％）減少している。主な要因としては、年

度当初より各施設共に新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉館となり、その後、利

用制限などを行いながらの開館のため大幅な減収となったもの。 

 

 
（公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 令和２年度事業報告及び決算書） 
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設された施設であり、体育館や温水プール、文化ホール、図書館、プラ

ネタリウムなど多くの用途を複合し、昭和 62 年４月に全館オープンして

以来、多くの市民に利用されている施設である。現在竣工後約 26 年が経

過し、平成 26年度から平成 28 年度までの３か年で体育館と文化ホールの
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また、JR 松山駅前の再開発事業に伴い、総合コミュニティセンターの

今後の役割を検討していく必要があります。 

（出所：施設白書） 
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(2)  総合コミュニティセンター（体育館、プール）に関する公共施設マネジメント方

針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
施設量削減 

内容 

築 30年を迎えるにあたり予防保全の考えに基づ
く第二次改修工事に現在取り組んでいます。今
後は築 60年以上の使用を目標に維持管理を行
い、施設更新の際には市内の文化施設・体育施
設全体で機能分担・集約を検討し、20％削減し
ます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで 1 施設を配置（総合型複合施設とし
て） 

(２) 
統廃合 
考え方 

各施設の稼働状況や周辺地域の人口動態を踏ま
え、他施設での機能代替・統合について検討を
行い必要であると判断した場合とします。 

(３) 
機能の 
考え方 

体育館・プール・会議室・文化ホール・こども
館・コスモシアター・企画展示ホール 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

施設更新の際には市内の文化施設・体育施設全
体で機能分担・集約を検討し、20％削減しま
す。 

(２) 
複合化の考
え方 

市内の文化施設・体育施設全体で機能分担・集
約を検討する中で、複合化についても検討しま
す。 

３ コスト削減の考え方 
設備更新時において省エネルギー機器への転換
を進めています。 
利用者負担のあり方について検討します。 

（出所：再編成計画） 
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(3)  総合コミュニティセンター内企画展示ホールのあり方 

「(2)  総合コミュニティセンター（体育館、プール）概要 利用状況」にあるよう

に、総合コミュニティセンターの施設の中で企画展示ホールは利用人数が 10 万人を下回

っており利用状況が低調となっている。この点、市は企画展示ホールの有効活用を図る

ため、平成 29 年１月から３月に一般公募の市民参加のもと「企画展示ホールの今後の在

り方について」と題したワークショップを実施している。 

 

 

 
（２階をセミナー会場とした場合） （３階展示ホールの西側上部より撮影） 
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(3)  総合コミュニティセンター内企画展示ホールのあり方 

「(1) 総合コミュニティセンター（体育館、プール）の概要 利用状況」にあるよう 

に、総合コミュニティセンターの施設の中で企画展示ホールは利用人数が 10万人を下回っ

ており利用状況が低調となっている。この点、市は企画展示ホールの有効活用を図るた

め、平成 29 年１月から３月に一般公募の市民参加のもと「企画展示ホールの今後の在り

方について」と題したワークショップを実施している。 

 

 

 
（２階をセミナー会場とした場合） （３階展示ホールの西側上部より撮影） 

 
 



 

130 
 

 
（出所：企画展示ホールの今後の在り方について市民ワークショップ報告書） 

 
本ワークショップにおいて、企画展示ホールについて一定の収入はあるものの、稼働

率が低調となっているため、他施設への転用、民間貸付などの意見や施設設備等に対す

る改善要望が提示されているが、これらの提示に対する松山市によるフォローアップ等

は監査時点において実施されていない。 
 

（意見）企画展示ホールの今後のあり方について 
企画展示ホールの２、３階は、使い勝手の悪さから安定的な利用者増加が見込めない

状況が継続している。これを受けて平成 28 年度に実施された「企画展示ホールについて

考えるワークショップ」の開催後５年を経過しているが、利用状況の低調に対する松山

市の取組みには遅れがある。本ワークショップの意見等に対する松山市の検討及びフォ

ローアップを早急に行う必要がある。 
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(4)  松山中央公園（野球場、サブ野球場、屋内運動場、プール等）概要 

 
 松山市南部に位置する松山中央公園は、敷地

面積41.19ｈa内に野球場、テニスコート、プー

ル、多目的競技場や愛媛県武道館など様々なス

ポーツ施設があるが、ここでは、スポーティン

グシティ推進課が所管する施設について掲載す

る。 
 
 

（野球場（坊っちゃんスタジアム）） 
 
基本情報 

※敷地面積に多目的競技場、県武道館も含む。 

  

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 

管理 

形態 

敷地の

状態 

野球場 

(坊っちゃん 

スタジアム) 

市坪西町 

625－１ 
41.19ｈa 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨鉄

筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 

地上 4 階 

33,421 ㎡・平成 12 年 

指定 

管理 
市有地

サブ野球場 

(マドンナ 

スタジアム) 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階 

2,437 ㎡・平成 15 年 

指定 

管理 
市有地

運動広場 
（敷地面積 17,595 ㎡） 

（開設年 平成 13 年） 

指定 

管理 
市有地

テニスコート 

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階 

676 ㎡・平成 13 年 

指定 

管理 
市有地

プール(アク

アパレットま

つやま) 

鉄骨造・地上 2 階地下 1

階 7,999 ㎡・平成 17 年 

指定 

管理 
市有地

屋内運動場 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 

地上 1 階 

2,494 ㎡・平成 15 年 

指定 

管理 
市有地
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（出所：企画展示ホールの今後の在り方について市民ワークショップ報告書） 

 
本ワークショップにおいて、企画展示ホールについて一定の収入はあるものの、稼働

率が低調となっているため、他施設への転用、民間貸付などの意見や施設設備等に対す

る改善要望が提示されているが、これらの提示に対する松山市によるフォローアップ等

は監査時点において実施されていない。 
 

（意見）企画展示ホールの今後のあり方について 
企画展示ホールの２、３階は、使い勝手の悪さから安定的な利用者増加が見込めない

状況が継続している。これを受けて平成 28 年度に実施された「企画展示ホールについて

考えるワークショップ」の開催後５年を経過しているが、利用状況の低調に対する松山

市の取組みには遅れがある。本ワークショップの意見等に対する松山市の検討及びフォ

ローアップを早急に行う必要がある。 
 

 

131 
 

(4)  松山中央公園（野球場、サブ野球場、屋内運動場、プール等）の概要 

 
 松山市南部に位置する松山中央公園は、敷地

面積 41.19ｈa内に野球場、テニスコート、プー

ル、多目的競技場や愛媛県武道館など様々なス

ポーツ施設があるが、ここでは、スポーティン

グシティ推進課が所管する施設について掲載す

る。 

 
 

（野球場（坊っちゃんスタジアム）） 

 
基本情報 

※敷地面積に多目的競技場、県武道館も含む。 
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テニスコート 

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 
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676㎡・平成 13年 

指定 
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鉄骨造・地上 2 階地下 1

階 7,999㎡・平成 17年 
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市有地 

屋内運動場 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 

地上 1階 

2,494㎡・平成 15年 

指定 

管理 
市有地 
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構造・階層 

延べ面積・建築年 

管理 

形態 

敷地の 

状態 

野球場 

(坊っちゃん 

スタジアム) 

市坪西町 

625－１ 
41.19ｈa 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨鉄

筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 

地上 4階 

33,421㎡・平成 12年 

指定 

管理 
市有地 

サブ野球場 

(マドンナ 

スタジアム) 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 

2,437㎡・平成 15年 

指定 

管理 
市有地 

運動広場 
（敷地面積 17,595㎡） 

（開設年 平成 13年） 

指定 

管理 
市有地 

テニスコート 

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 

676㎡・平成 13年 

指定 

管理 
市有地 

プール(アク

アパレットま

つやま) 

鉄骨造・地上 2 階地下 1

階 7,999㎡・平成 17年 

指定 

管理 
市有地 

屋内運動場 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 

地上 1階 

2,494㎡・平成 15年 

指定 

管理 
市有地 
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施設概要 

設置目的 

＜野球場（坊っちゃんスタジアム）＞ 

スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与す

る。また、高校野球の公式戦、プロ野球の公式戦、キャンプの誘致等を目的

＜サブ野球場（マドンナスタジアム）＞ 

坊っちゃんスタジアムだけでは、利用需要を満たせないため、補完目的の

球場 

＜運動広場＞ 

 サッカーやソフトボールなど、さまざまなスポーツ・レクレーションの場

を提供し、市民の健康維持・増進に寄与 

＜テニスコート＞ 

スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与す

る。県内や市内の大きな大会を開催できる施設  

＜プール（アクアパレットまつやま）＞ 

スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与 

県内の公共施設唯一の５０メートル公認プールとして、さまざまな水泳大

会を実施 

＜屋内運動場＞ 

 スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与す

る全天候型の施設 

施設の構成 

＜野球場（坊っちゃんスタジアム）＞ 

事務室、応接室、中央監視室、スポーツフロア、野球歴史資料館、屋内練

習場、屋内ブルペン、ダッグアウト、ロッカー室、シャワー室、放送室、

テレビ・ラジオ放送室、記者室など 

＜サブ野球場（マドンナスタジアム）＞ 

事務室、本部室、放送室、ラジオ放送室、記者室、ダッグアウト、ブルペ

ン、ロッカー 

＜運動広場＞ 

グラウンド（全面土、153ｍ×115ｍ） 

＜テニスコート＞ 

 全天候型砂入人工芝１６面、付属施設：クラブハウス 

＜プール（アクアパレットまつやま）＞ 

 屋内：５０ｍプール、健康プール、流水プール、幼児プール、 

屋外：２５ｍプール、流水プール、 

ウォータースライダー、子供プール、なぎさプール、幼児プール 

その他：観覧席 約８００席 

＜屋内運動場＞ 

 グラウンド（面積 2,000㎡、人工芝）、事務室、ロッカールーム、 

トイレ、倉庫など 

事業概要 

＜野球場（坊っちゃんスタジアム）＞ 

・プロ野球公式戦が可能な球場で、野球ができる機会の提供 

・柔道などの武道関係やダンス体操などサークル活動に利用可能なスポー

ツフロアの貸し出しを行っています。 

＜サブ野球場（マドンナスタジアム）＞ 

社会人野球や高校野球の公式戦、練習ができる環境を提供。プロ野球キャ

ンプにも利用 

＜運動広場＞ 

 ソフトボールや少年サッカーの練習試合での使用など、幅広い用途利用さ

れており、貸し出しを行っています。 

＜テニスコート＞ 
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 各種テニス大会を実施したり、市民の練習場所として、貸し出しており、

ナイター設備も完備しています。 

＜プール（アクアパレットまつやま）＞ 

 ５０ｍ公認プールを所有しており、県内の主な大会を実施しています。屋

外プールやウォータースライダーなど、市民のレクレーションプールとし

ても利用されています。 

＜屋内運動場＞ 

全天候型で、全面に人工芝を敷いており、サッカーや野球などの室内練習

場として活用されています。 

施設を取り巻

く状況や課題 

＜野球場（坊っちゃんスタジアム）＞ 

プロ野球公式やキャンプを誘致していく中で、ワンランク上の維持管理を

行い、安全・安心な施設を目指します。また、平成１２年の開設から２０年

近く経過したことから、平成２７年から２９年の３か年で内野下段の観客席

を改修したほか、電気設備や維持管理装置の部品取替工事の計画的な実施が

必要となっています。 

＜サブ野球場（マドンナスタジアム）＞ 

平成１５年の開設から１５年以上経過したことから、人工芝や防球ネット

など、大規模な改修が必要となっています。 

＜運動広場＞ 

ソフトボールやサッカーなど、多目的なグランドとして、ネットやゴール

機器など附属設備の充実を図っています。 

＜テニスコート＞ 

ナイター設備も完備していることから、平成１３年度に開設して以来、高

い稼働率で推移しています。そのため、人工芝の消耗が激しく、平成２７年

度に人工芝の全面張替えを行っていますが、５年程度の短期間での改修が必

要となっています。 

＜プール（アクアパレットまつやま）＞ 

 平成１７年の開設から１０年以上経過したことから、電気設備や維持管理

装置の部品取替工事を計画的な実施が必要となっています。 

＜屋内運動場＞ 

フットサル利用や雨天時の練習場として高い稼働率で推移しています。その

ため、人工芝の磨耗が見られることから、人工芝の張替えが必要となってい

ます。 

（出所：施設白書） 
 

利用状況 

令和２年度の利用者数は、312,819 人で、令和元年度の 611,144 人に比べ 298,325 人

（48.8％）減少している。また、使用料収入は、97,265,000 円で、昨年度の 140,420,959
円に比べ、43,155,959 円（30.7％）減少している。主な要因としては、年度当初より各施

設共に新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉園となり、その後、利用制限などを行

いながらの開園のため大幅な減収となった。 
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施設概要 

設置目的 

＜野球場（坊っちゃんスタジアム）＞ 

スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与す

る。また、高校野球の公式戦、プロ野球の公式戦、キャンプの誘致等を目的

＜サブ野球場（マドンナスタジアム）＞ 

坊っちゃんスタジアムだけでは、利用需要を満たせないため、補完目的の

球場 

＜運動広場＞ 

 サッカーやソフトボールなど、さまざまなスポーツ・レクレーションの場

を提供し、市民の健康維持・増進に寄与 

＜テニスコート＞ 

スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与す

る。県内や市内の大きな大会を開催できる施設  

＜プール（アクアパレットまつやま）＞ 

スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与 

県内の公共施設唯一の５０メートル公認プールとして、さまざまな水泳大

会を実施 

＜屋内運動場＞ 

 スポーツ・レクレーションの場を提供し、市民の健康維持・増進に寄与す

る全天候型の施設 

施設の構成 

＜野球場（坊っちゃんスタジアム）＞ 

事務室、応接室、中央監視室、スポーツフロア、野球歴史資料館、屋内練

習場、屋内ブルペン、ダッグアウト、ロッカー室、シャワー室、放送室、

テレビ・ラジオ放送室、記者室など 

＜サブ野球場（マドンナスタジアム）＞ 

事務室、本部室、放送室、ラジオ放送室、記者室、ダッグアウト、ブルペ

ン、ロッカー 

＜運動広場＞ 

グラウンド（全面土、153ｍ×115ｍ） 

＜テニスコート＞ 

 全天候型砂入人工芝１６面、付属施設：クラブハウス 

＜プール（アクアパレットまつやま）＞ 

 屋内：５０ｍプール、健康プール、流水プール、幼児プール、 

屋外：２５ｍプール、流水プール、 

ウォータースライダー、子供プール、なぎさプール、幼児プール 

その他：観覧席 約８００席 

＜屋内運動場＞ 

 グラウンド（面積 2,000㎡、人工芝）、事務室、ロッカールーム、 

トイレ、倉庫など 

事業概要 

＜野球場（坊っちゃんスタジアム）＞ 

・プロ野球公式戦が可能な球場で、野球ができる機会の提供 

・柔道などの武道関係やダンス体操などサークル活動に利用可能なスポー

ツフロアの貸し出しを行っています。 

＜サブ野球場（マドンナスタジアム）＞ 

社会人野球や高校野球の公式戦、練習ができる環境を提供。プロ野球キャ

ンプにも利用 

＜運動広場＞ 

 ソフトボールや少年サッカーの練習試合での使用など、幅広い用途利用さ

れており、貸し出しを行っています。 

＜テニスコート＞ 
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（出所：松山市文化・スポーツ振興財団 令和２年度事業報告及び決算書） 
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(5)  松山中央公園（野球場、サブ野球場、屋内運動場、プール等）に関する公共施設

マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
施設量削減 

内容 

建築後 10年を経過した比較的新しい施設です。
築 60年以上の使用を目標に維持管理を行い、施
設更新の際には市内の体育施設全体で機能分担・
集約を検討し、20％削減します。 

１ 

設置
の 
考え
方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで１施設を配置 

(２) 
統廃合 
考え方 

各施設の稼働状況や周辺地域の人口動態を踏ま
え、他施設での機能代替・統合について検討を行
い必要であると判断した場合とします。 

(３) 
機能の 
考え方 

野球場・屋内運動施設・プール・会議室・テニス
コート・多目的グラウンド 

２ 

更新
時の
方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

施設更新の際には市内の体育施設全体で機能分
担・集約を検討し、20％削減します。 

(２) 
複合化の考
え方 

市内の体育施設全体で機能分担・集約を検討する
中で、複合化についても検討します。 

３ コスト削減の考え方 
更新時には各施設の規模を検討します。 

利用者負担のあり方について検討します。 

（出所：再編成計画） 
 

(6)  スポーツ施設に関する個別施設計画 

松山市のスポーツ施設も他の施設と同様に老朽化が進み、今後、多額の更新費用が見

込まれている。また、少子高齢化社会による財政への影響が想定される中で、利用者ニ

ーズの変化に対応しながら施設を維持・更新していくためには、これまで以上に財政負

担の軽減と平準化を行うことが必要となっていることは他の施設と同様である。 
そのため、スポーツ施設のあり方を検討し、適正な規模でスポーツ施設を配置するた

め「松山市公共施設再編成計画」の下位計画として、スポーティングシティ推進課にお

いて令和３年３月に「松山市スポーツ施設ストック適正化計画」を策定している。 
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（出所：松山市文化・スポーツ振興財団 令和２年度事業報告及び決算書） 
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上記「松山市スポーツ施設ストック適正化計画」を踏まえた今後 10 年間のコストと施

設量削減の見込みを個別施設計画に反映させている。 

 

（出所：個別施設計画） 

 
(7)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(8)  結果及び意見 

実施した監査の結果、坊っちゃんスタジアムに関する改修費用とその位置づけについ

て指摘および意見を記載する。 

 

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

③スポーツ施設 67 25.4 42.4 51.0 ▲8.6 84,065 74,156 74,156 ▲9,909
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(9)  坊っちゃんスタジアムの改修費用 

松山市個別施設計画では、令和３年度からの 10年間でスポーツ施設全体に 42 億円の

改修更新費用が生じると見込んでいる。 
上記改修更新費用の積算資料であるスポーティングシティ推進課作成の「松山市スポ

ーツ施設ストック適正化計画」「スポーツ更新・改修等計画表（10年計画）」による

と、松山中央公園のメイン野球場（坊っちゃんスタジアム）の改修費用が 10 年間で 26
億円となっており、この１施設のみでスポーツ施設全体の約 62％の改修費用を必要とす

る見込みとなっている。 
 

（指摘）坊っちゃんスタジアムの安全性・機能性評価について 
松山市スポーツ施設ストック適正化計画（以下、適正化計画）は、スポーツ庁の「ス

ポーツ施設のストック適正化ガイドライン」（以下、本ガイドライン）に基づき策定し

ており、その中で施設の現状評価（1 次評価）は、「安全性・機能性」について「安全

性」・「機能性」・「法令への適合状況」・「屋外スポーツ施設の状況」・「スポーツ

施設の安全対策」のそれぞれの項目について劣化状況や対策の実施状況等について整理

をしている。 
これらの基礎情報を本ガイドライン・適正化計画の評価の考え方に基づき市が評価を

実施したところ、「部分的な不具合の事象が確認されるものの、全体的な劣化・不具合

等の事象が確認されず、重大な事故の想定や全面的な補修若しくは改修の必要がない」

ことから、坊っちゃんスタジアムの「安全性・機能性」を「良」と評価している。 
本ガイドライン・適正化計画では「安全性・機能性」において「劣」と評価された施

設についてのみ「経済性」の評価を行うとされているため、今回これを「良」と判断し

た坊っちゃんスタジアムについて松山市は「経済性」の評価を経ず施設の方向性を「維

持」として決定している。 
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上記「松山市スポーツ施設ストック適正化計画」を踏まえた今後 10 年間のコストと施

設量削減の見込みを個別施設計画に反映させている。 

 

（出所：個別施設計画） 

 
(7)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(8)  結果及び意見 

実施した監査の結果、坊っちゃんスタジアムに関する改修費用とその位置づけについ

て指摘および意見を記載する。 

 

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

③スポーツ施設 67 25.4 42.4 51.0 ▲8.6 84,065 74,156 74,156 ▲9,909
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(9)  坊っちゃんスタジアムの改修費用 

松山市個別施設計画では、令和３年度からの 10 年間でスポーツ施設全体に 42 億円の

改修更新費用が生じると見込んでいる。 
上記改修更新の根拠資料であるスポーティングシティ推進課作成の「松山市スポーツ

施設ストック適正化計画」によると、松山中央公園のメイン野球場（坊っちゃんスタジ

アム）では、スコアボードや外壁など複数の改修が予定されており、担当課の積算では、

10 年間で約 26 億円の費用が見込まれている。これは、この１施設のみでスポーツ施設 

全体の約 62％の費用を必要とするということになる。 
 

（指摘）坊っちゃんスタジアムの安全性・機能性評価について 
松山市スポーツ施設ストック適正化計画（以下、適正化計画）は、スポーツ庁の「ス

ポーツ施設のストック適正化ガイドライン」（以下、本ガイドライン）に基づき策定し

ており、その中で施設の現状評価（1 次評価）は、「安全性・機能性」について「安全

性」・「機能性」・「法令への適合状況」・「屋外スポーツ施設の状況」・「スポーツ

施設の安全対策」のそれぞれの項目について劣化状況や対策の実施状況等について整理
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（松山市スポーツ施設ストック適正化計画 図６ 施設の方向性及び整備方針の設定フロー） 

 

しかし、スコアボードの改修をはじめ、10 年間で 26 億円もの改修が必要な箇所がある

ことを鑑みれば、当時の「安全性・機能性」の判断が適正であったとは思えない。も

し、部分的であったとしても、緊急に補修若しくは改修を行わなければ施設の利用に支

障が生じる事項があったとするならば、「安全性・機能性」は「劣」と判断し、「経済

性」の検討を行った上で、施設の方向性を検討すべきだったのではないだろうか。その

上で、松山市としてスポーツに関する政策を推進するにあたり、坊っちゃんスタジアム

を必要不可欠な施設として位置付けるのであれば、２次評価の中で施設の在り方を検討

すべきである。 
 

（意見）坊っちゃんスタジアムの改修について 
坊っちゃんスタジアムは平成 12 年５月に、四国４県で唯一３万人規模の収容人員を有

する野球場として松山中央公園内に建設された。その愛称は、一般公募により付与され

た。供用開始以降、高校野球、社会人野球などアマチュア野球公式戦などが行われてい

る。 

一方、積極的にプロ野球の誘致も行っており、毎年少なくとも１カード２試合の公式

戦が行われている。また、平成 14 年と平成 24 年にはオールスターゲームが開催され、

令和４年にも開催が予定されている。この様に地方球場であるにもかかわらず、10 年ご

とにオールスターゲームを開催できていることは、関係者の努力の賜物である。 

しかしながら、このオールスター開催の度に大型改修が行われたことで、多額の支出

が必要となっていた。最初のオールスター誘致にあたっては、スコアボードは開場当初

の全面磁気反転式から電光式に入れ替えられ、２度目のオールスターゲームを控えた平
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成 24 年には、開場後初の大改修を実施して、スコアボードのボールカウント表示を国際
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とした施設については、収益性の確保並びに建設コスト及び運営維持管理コストの最適

化により、サステナブルな施設とするための基本的な考え方や具体的な検討事項等を示

している。数千席の観客席を有するような施設のうち、こうしたスタジアム・アリーナ

に転換できるものについては、指針を踏まえた運用の変更等を行うことも考えられる、

としている。 
・スタジアム・アリーナ改革ガイドブック 
（平成 30 年 12 月スポーツ庁・経済産業省） 
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/detail/1411943.htm 

（出所：スポーツ庁 スポーツ施設のストック適正化ガイドライン 1.3） 
 

（意見）坊っちゃんスタジアムの整備・保有方針の検討 
一定規模以上の競技大会等を開催できる規模の施設は、大会に即した試合が行えるよ

うな規模・仕様が求められるため、地域住民が日頃の運動のために利用するには過剰な

施設となっている可能性がある。また、一般的に公共施設全般に言えることでもある

が、特にこのようなスポーツ施設などは整備費、維持管理費ともに高くなる傾向にあ

る。 
坊っちゃんスタジアムは、市民利用のほかプロ野球公式戦や全国規模の様々な大会誘

致ができる施設として、スポーツを「する」「見る」「支える」といった様々な角度か

ら、市民がスポーツに親しむことができる愛媛県を代表する重要な施設であるが、その

一方では施設の維持に多くの費用が必要となる。 
そのため、これまでの坊っちゃんスタジアムの利用状況を分析し、スタジアム・アリ

ーナへの転換もしくは持続可能な施設運営がなされるよう多目的な利活用策を検討する

ほか、施設改修にあたっては、ストック適正化の検討において整備・保有が真に必要か

どうかを慎重に検討し、実施する場合には財源の確保や経費削減に努める必要があると

考える。 
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4.   庁舎 

 松山市個別施設計画で「庁舎」と区分されている施設は、本庁舎、支所・出張所に加

えて清掃課・農業指導センターなどの事務所等を含んでいる。このうち、施設管理費用

の重要性が高い本庁舎（別館含む）について検討を実施した。 
 

(1)  本庁舎の概要 

松山市の行政事務の中核施設である庁舎

は、昭和 12 年に当時の出渕町から現在の二番

町四丁目へ移転。その後、業務量の増加に伴

い買収や交換により拡張し、二番町四丁目の

敷地には本館から第３別館、三番町六丁目の

敷地には第４別館がある。 
 
 
 
基本情報 

 
施設概要 

設置目的 
松山市の実施する公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的に

設置 

施設の構成 事務室、会議室、議場、駐輪場など 

事業概要 松山市の実施する公務全般 

施設を取り巻

く状況や課題 

第３、第４別館ともに老朽化が進んでおり、機能的・経済的に耐用年数

に近づいていると考えています。 

（出所：施設白書） 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 
管理 

形態 
敷地の

状態 

本 館 

二番町四丁目 

7－2 

7,882.44 ㎡

(駐車場含)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 11 階地下 2階 

21,176 ㎡・昭和 49 年 
直営 市有地

別 館 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 6階地下１階 

8,205 ㎡・昭和 37 年 
直営 市有地

第３別館 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 4階 

1,604 ㎡・昭和 38 年 
直営 市有地

駐輪場 
鉄骨造・地上 2 階 

575 ㎡・昭和 58 年 
直営 市有地

第４別館 
三番町六丁目 

6－１ 

3,961.17 ㎡

(駐車場含)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 4階 外 

4,220 ㎡・昭和 31 年 
直営 市有地

（庁舎本館） 
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(2)  本庁舎に関する公共施設マネジメント方針 

①今後の方向性など 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
施設量削減 
複合化 

内容 
本館～第 4別館、書類等保管倉庫、借受会議室を
含めた施設総量を 25％削減します。 

１ 
設置の
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで 1施設を配置 

(２) 
統廃合 
考え方 

書類等保管倉庫は、比較的新しい施設であるた
め、適切な修繕・改修を施すことで建物の長寿命
化を図るとともに、市内に空き施設、空きスペー
スが生じた場合に移転を検討し、更新（同じ場所
への同規模施設の建て替え）は行いません。 

(３) 
機能の 
考え方 

事務室、議場、ロビー、会議室等 
職員の執務効率を向上のため室内レイアウト等の
工夫を行います。 

２ 
更新時
の方向
性  

(１) 
更新時の
方向性 

別館、第 2別館、第 3別館、第 4別館を集約した庁
舎とします。第 4別館敷地については、併設する公
用車駐車場のあり方を含め、今後市内にこれだけ
の面積を確保することは不可能なことを踏まえて
様々な視点から検討します。 

(２) 
複合化の
考え方 

核となる施設であり、更新時に周辺の公共施設と
の複合化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 
新庁舎建設に伴い借受している会議室は解約する
ことにより賃借料の削減を図ります。※ 

（出所：再編成計画） 
※会議室不足を補填するため、民間会議室を本庁舎周辺で賃借しており、年間約 1,982 万

円（令和２年度）の支出が生じている。 
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②更新時の方向性を検討する施設名及び 10 年間の行動計画 
第１期 

(H28～R7) 

（築 45 年以上） 

第２期 

(R8～H47) 

（築 35 年以上） 

第３期 

(R18～R27) 

（築 25 年以上） 

第４期 

(R28～R37) 

（築 15 年以上） 

第５期 

(R38～R47) 

（築 5 年以上） 

別館、第２別館、

第３別館、 

第４別館 

本館 駐輪場  書類等保管倉庫 

 

施設名 H２８ H２９ H３０ R 元 R２ R３ R４ R５ R６ R７ 

施設 
全体 

   
劣化度 

調査 
 

新庁舎 
の基本

構想検

討※ 

→ 

新庁舎 
の基本

構想公

表 

新庁舎

の基本

計画検

討 

→ 

 

施設名 H２８ H２９ H３０ R 元 R２ R３ R４ R５ R６ R７ 

別館 
長寿命

化の推

進 
→ → → → → → → → → 

第２ 
別館 

解体済 → → → → → → → → → 

第３ 
別館 

長寿命

化の推

進 
→ → → → → → → → → 

第４ 
別館 

長寿命

化の推

進 
→ → → → → → → → → 

（出所：再編成計画） 
※新庁舎については、令和２年３月 31日に市議会から「本庁舎周辺市有地の将来的グラン

ドデザインに関する提言書」（みらい役所ばんちょうプラン 50 の提言）が市長に提出さ

れ、令和２年５月 29 日には管財課から「松山市二番町駐車場跡地利活用に向けたサウン

ディング型市場調査 提案概要公表について」が公表されている。 
そのため、新庁舎建設の基本構想について監査時点では検討準備段階であったため、

将来計画の詳細検討は本監査においては実施していない。（下記、(3)庁舎等に関する個

別施設計画についても同様） 
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(2)  本庁舎に関する公共施設マネジメント方針 

①今後の方向性など 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
施設量削減 
複合化 

内容 
本館～第 4別館、書類等保管倉庫、借受会議室を
含めた施設総量を 25％削減します。 

１ 
設置の
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで 1施設を配置 

(２) 
統廃合 
考え方 

書類等保管倉庫は、比較的新しい施設であるた
め、適切な修繕・改修を施すことで建物の長寿命
化を図るとともに、市内に空き施設、空きスペー
スが生じた場合に移転を検討し、更新（同じ場所
への同規模施設の建て替え）は行いません。 

(３) 
機能の 
考え方 

事務室、議場、ロビー、会議室等 
職員の執務効率を向上のため室内レイアウト等の
工夫を行います。 

２ 
更新時
の方向
性  

(１) 
更新時の
方向性 

別館、第 2別館、第 3別館、第 4別館を集約した庁
舎とします。第 4別館敷地については、併設する公
用車駐車場のあり方を含め、今後市内にこれだけ
の面積を確保することは不可能なことを踏まえて
様々な視点から検討します。 

(２) 
複合化の
考え方 

核となる施設であり、更新時に周辺の公共施設と
の複合化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 
新庁舎建設に伴い借受している会議室は解約する
ことにより賃借料の削減を図ります。※ 

（出所：再編成計画） 
※会議室不足を補填するため、民間会議室を本庁舎周辺で賃借しており、年間約 1,982 万

円（令和２年度）の支出が生じている。 
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(3)  庁舎等に関する個別施設計画 

庁舎等について「松山市個別施設計画」では今後 10 年間にわたってのコスト見込み

と施設量削減見込みを下記のとおり策定している。 

 

（出所：個別施設計画） 
(4)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(5)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
 

  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

④庁舎等 65 35.5 93.1 95.1 ▲2.0 58,795 57,602 67,850 9,055
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5.   清掃・雨水・公園施設 

 松山市個別施設計画で「清掃・雨水・公園施設」と区分されている施設は、クリーン

センターや埋立センターなどの環境関連（清掃施設）や、ポンプ施設などの雨水関連施

設、また松山総合公園のような大規模公園関連施設とその他各地域の公園に設置されて

いる東屋や便所である。このうち、施設管理費用の重要性が高いごみ処理施設・し尿処

理施設と横谷埋立センター、松山総合公園について検討を実施した。 
 

(1)  ごみ処理施設・し尿処理施設の概要 

ごみ処理施設・し尿処理施設６施設（休止中の

北条クリーンセンター、北条衛生浄化センター、

中島衛生浄化センターを含む）がある。 
 

 
 
 
 
 

基本情報 

（出所：施設白書）  

 衛生浄化センターがいずれも休止中となっているが、松山市のし尿処理施設は松山市、

東温市、砥部町によって設立された松山衛生事務組合が事業主体となって令和２年４月

に供用開始した「松山衛生 ECO センター」で実施されているもの。 
  

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 
管理 

形態 
敷地の

状態 

南クリーン

センター 

市坪西町 

1000－1 
28,666.88 ㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 5 階地下 1 階

17,736.96 ㎡・平成 6 年 

直営 市有地

西クリーン 

センター 

大可賀三丁目 

525－6 
27,160.13 ㎡

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 8 階地下 1 階

18,760.02 ㎡・平成 25 年 

公設 

民営 
市有地

中島リサイク

ルセンター 
中島大浦 22 12,177.72 ㎡

鉄骨造・地上 1 階 

2,154.98 ㎡・平成 16 年 
直営 市有地

北条クリー

ンセンター 
尾儀原乙 205 30,550.00 ㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 3 階地下 1 階

1,982.20 ㎡・昭和 62 年 

休止

中 
市有地

北条衛生浄

化センター 
大浦 1714－1 12,091.00 ㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 2 階地下 1 階

1,361.29 ㎡・昭和 63 年 

休止

中 
市有地

中島衛生浄

化センター 
中島大浦 3 1,195.75 ㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階

558.40 ㎡・昭和 62 年 

休止

中 
市有地

（西クリーンセンター） 
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(3)  庁舎等に関する個別施設計画 

庁舎等について「松山市個別施設計画」では今後 10 年間にわたってのコスト見込み

と施設量削減見込みを下記のとおり策定している。 

 

（出所：個別施設計画） 
(4)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(5)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
 

  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

④庁舎等 65 35.5 93.1 95.1 ▲2.0 58,795 57,602 67,850 9,055
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5.   清掃・雨水・公園施設 

 松山市個別施設計画で「清掃・雨水・公園施設」と区分されている施設は、クリーン

センターや埋立センターなどの環境関連（清掃施設）や、ポンプ施設などの雨水関連施

設、また松山総合公園のような大規模公園関連施設とその他各地域の公園に設置されて

いる東屋や便所である。このうち、施設管理費用の金額的重要性が高いごみ処理施設・

し尿処理施設と埋立センター、松山総合公園について検討を実施した。 
 

(1)  ごみ処理施設・し尿処理施設の概要 

ごみ処理施設・し尿処理施設６施設（休止中の

北条クリーンセンター、北条衛生浄化センター、

中島衛生浄化センターを含む）がある。 

 
 
 
 
 
 

基本情報 

（出所：施設白書）  

 衛生浄化センターがいずれも休止中となっているが、松山市のし尿処理施設は松山市、

東温市、砥部町によって設立された松山衛生事務組合が事業主体となって令和２年４月

に供用開始した「松山衛生 ECO センター」で実施されているもの。 
  

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 
管理 

形態 
敷地の 

状態 

南クリーン

センター 

市坪西町 

1000－1 
28,666.88㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 5階地下 1階

17,736.96㎡・平成 6年 

直営 市有地 

西クリーン 

センター 

大可賀三丁目 

525－6 
27,160.13㎡ 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 8階地下 1階

18,760.02㎡・平成 25年 

公設 

民営 
市有地 

中島リサイク

ルセンター 
中島大浦 22 12,177.72㎡ 

鉄骨造・地上 1階 

2,154.98㎡・平成 16年 
直営 市有地 

北条クリー

ンセンター 
尾儀原乙 205 30,550.00㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 3階地下 1階

1,982.20㎡・昭和 62年 

休止

中 
市有地 

北条衛生浄

化センター 
大浦 1714－1 12,091.00㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 2階地下 1階

1,361.29㎡・昭和 63年 

休止

中 
市有地 

中島衛生浄

化センター 
中島大浦 3 1,195.75㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 3階

558.40㎡・昭和 62年 

休止

中 
市有地 

（西クリーンセンター） 
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(2)  ごみ処理施設・し尿処理施設に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
適正な規模で更新、民間活用 
（休止中の施設は取壊） 

内容 

30年以上の使用を目標に維持管理を行い、施設更
新の際には人口動態や廃棄物排出量等に応じた規
模とします。 
また、西クリーンセンターの成果を検証し、PFI／
PPP の導入を検討します。 
ただし、北条・中島クリーンセンター、各衛生浄
化センターは取り壊します（時期未定）。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

（クリーンセンター） 
現在の稼働施設数（2 施設）を超える新設は原則行
ないません。 
（中島リサイクルセンター） 
中島地域で 1施設を配置 

(２) 
統廃合 
考え方 

（クリーンセンター） 
現在休止中の施設は取り壊します。 
（中島リサイクルセンター） 
施設の特殊性や地域性などから難しいです。 
（衛生浄化センター） 
し尿処理は一部事務組合が実施しており施設の更
新はしません。ただし、中島は現在も中島地域の
し尿処理業務の貯留槽として使用していることか
ら、解体時にはし尿貯留機能の確保策について検
討する必要があります。 

(３) 
機能の 
考え方 

（クリーンセンター） 
廃棄物焼却施設、粗大ごみ破砕施設 
（中島リサイクルセンター） 
選別設備、圧縮設備、一時保管施設 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

人口動態や廃棄物排出量等を踏まえた適正な規模
とします。 

(２) 
複合化の
考え方 

（クリーンセンター） 
立地や地元の承諾など条件面が適合する場合に他
の廃棄物関連施設との複合化を検討します。 
（中島リサイクルセンター） 
業務の性質上、複合化は難しいが、将来可能な
施設があれば検討します。 

３ コスト削減の考え方 
（クリーンセンター） 
更新時には PFIを検討します。 

（出所：再編成計画） 
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(3)  埋立センターの概要 

 一般廃棄物のうち、資源化できない不燃物やクリーンセンターの焼却灰等を埋立処分

する最終処分場で、うち１か所は受入れ休止となっている。 
 
基本情報 

 
施設概要 

設置目的 

一般廃棄物のうち、資源化できない不燃物やクリーンセンターの焼却灰

等を埋立処分する最終処分場です。埋立地内から排出される浸出水を適正

に処理したうえで放流し、地域の環境保全に最大限に考慮しています。市

民の生活環境保全を目的として設置しています。 

施設の構成 埋立地、浸出水処理施設、管理棟 

施設を取り巻

く状況や課題 

複雑・多様化する清掃行政の最終処分施設であるため、適正かつ効率的

な運転管理を継続していく必要があります。また、新たな処分場の建設は

困難なことから、現在最終処分されているごみの再資源化等も検討し、施

設の延命化に取り組む必要があります。さらに、受入を終了している施設

については、基準を満たすまで適正な水処理が必要です。 

（出所：施設白書） 

 

(4)  埋立センターに関する公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
現状維持 
（複合化・民間活用） 

内容 

今後も適正な廃棄物処理のため現施設の長寿命化
と維持管理を行います。 
立地や地元の承諾など条件面が適合する場合には
他の廃棄物関連施設との複合化や民間活用など検
討します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

現施設の受入終了時に新たに1施設を配置します。 

(２) 
統廃合 
考え方 

― 

(３) 
機能の 
考え方 

最終処分場 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 

管理 

形態 

敷地の 

状態 

大西谷埋立

センター 

大西谷 

乙 129 
101,993.00㎡  

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 

417.35㎡・平成 5年 
直営 市有地 

横谷廃棄物

センター 

食場町 

乙 7-1 
162,209.00㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 1階 

235.17 ㎡・昭和 61年 

直営 

(受入休

止中) 

市有地 

横谷埋立セ

ンター 

食場町 

乙 6-1 
164,000.00㎡ 

鉄骨造・地上 2階地下 1階 

1,894.01㎡・平成 15年 
直営 市有地 
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(2)  ごみ処理施設・し尿処理施設に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
適正な規模で更新、民間活用 
（休止中の施設は取壊） 

内容 

30年以上の使用を目標に維持管理を行い、施設更
新の際には人口動態や廃棄物排出量等に応じた規
模とします。 
また、西クリーンセンターの成果を検証し、PFI／
PPP の導入を検討します。 
ただし、北条・中島クリーンセンター、各衛生浄
化センターは取り壊します（時期未定）。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

（クリーンセンター） 
現在の稼働施設数（2 施設）を超える新設は原則行
ないません。 
（中島リサイクルセンター） 
中島地域で 1施設を配置 

(２) 
統廃合 
考え方 

（クリーンセンター） 
現在休止中の施設は取り壊します。 
（中島リサイクルセンター） 
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考え方 
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廃棄物焼却施設、粗大ごみ破砕施設 
（中島リサイクルセンター） 
選別設備、圧縮設備、一時保管施設 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

人口動態や廃棄物排出量等を踏まえた適正な規模
とします。 

(２) 
複合化の
考え方 

（クリーンセンター） 
立地や地元の承諾など条件面が適合する場合に他
の廃棄物関連施設との複合化を検討します。 
（中島リサイクルセンター） 
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施設があれば検討します。 

３ コスト削減の考え方 
（クリーンセンター） 
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（出所：再編成計画） 
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３ コスト削減の考え方 
新たな最終処分場を整備する場合にはPFIを検討し
ます。 

 （出所：再編成計画） 
 

(5)  松山総合公園の概要 

松山総合公園は、人と自然のふれあいの場として、すべての市民がいつでも利用でき

る公園として、昭和 58 年から整備に着手し、平成 11 年に開園した。展望塔、椿園、ド

ッグランなどを有する。 
 

基本情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設概要 

設置目的 
昭和５８年３月に総合公園として計画決定し昭和５８年度から事業を開

始し平成元年１１月に部分開設し、その後Ｂ工区を整備し平成１１年３月

に開設されました。 

施設の構成 管理棟、展望塔、駐車場、園路、遊具、樹木 

施設を取り巻

く状況や課題 

部分開設から３０年近く経過し、施設の老朽化が急速に進行していくこ

とが予測されるため、適切に維持管理を行っていくことが、施設管理者に

とって重要な課題となっています。 

（出所：施設白書） 

 

所在地 朝日ヶ丘一丁目１６３３－２ 

敷地面積 45.25ｈａ 

開設年 昭和 45 年 

延べ面積 3,128.35㎡ 

構造・階層 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上 5階地下 2階 

（総合管理棟） 

管理形態 直営 

敷地の状態 市有地 （松山総合公園） 
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(6)  松山総合公園に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 施設量削減 

内容 施設更新時には、現在施設の 20％削減 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

松山総合公園は、都市公園法・松山市都市公園条

例で定める配置基準に従い、総合公園として配置

されたものです。また、管理棟などの諸施設につ

いては、法令で定められる公園施設の建築面積基

準の制限内で、かつ、利用状況に応じた建築物を

設置しています。 

(２) 
統廃合 

考え方 

条例で定める整備水準により、現在は公園が不足

している状況です。また、統廃合を進める場合に

は、市の都市公園全体について適正な配置計画を

新規に策定する必要がありますが、全ての都市公

園が緊急・災害時の避難場所に指定されているの

で、危機管理部局との調整協議が必要となりま

す。 

(３) 
機能の 

考え方 

都市公園法に定められた機能に限定し設置してい

ます。 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の

方向性 

管理棟については、施設更新時には、他市事例も

参考にしながら PFI 等を導入し、民間事業者の活

用を検討してコスト縮減に努める。松山市都市公

園長寿命化計画に基づくと共に、利用状況や住民

ニーズに応じた整備内容にて更新する予定です。

ただし、利用状況の少ない施設については、必要

な機能の見直しを検討します。 

(２) 
複合化の

考え方 

都市公園内に建設できる施設やその建築面積は法

令で定められる制約・基準があるため困難です。 

３ コスト削減の考え方 

公園の統廃合は困難であるが、施設更新時に利用

状況に応じた機能の見直しを図るなど松山市都市

公園長寿命化計画の見直しを行い長期的な公園全

体の更新費と維持管理費を検討する予定です。 

（出所：再編成計画） 

 

(7)  清掃・雨水・公園に関する個別施設計画 

清掃・雨水・公園について「松山市個別施設計画」では今後 10 年間にわたってのコス

ト見込みと施設量削減見込みを下記のとおり策定している。 

 
（出所：個別施設計画） 

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

⑤清掃・雨水・
公園 41 23.1 0.9 8.6 ▲7.7 58,162 58,584 58,341 179
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 施設規模が大きい環境関連施設や松山総合公園を含んでいるものの、今後 10 年内にお

いて当該施設の大規模な改修・更新工事はないと見込まれているため 10 年間でのコスト

見込みは 0.9 億円にとどまっている。 
 なお、監査実施期間中の令和３年 12月 23日に愛媛県中予圏域の３市３町でごみ処理の

広域化や集約化を検討する「松山ブロックごみ処理広域化検討協議会」が開催され、事

務局（松山市環境モデル都市推進課）が提出したごみ処理広域化基本構想案が了承され

ている。構想案の検討中の事案であり監査対象としないが、参考として概要を下記に記

載する。 

構想案では処理施設については、松山市西クリーンセンター（大可賀３丁目）を除く

圏域内４施設が老朽化しているため、新施設の整備を検討し、建設予定地として松山市

南クリーンセンター（市坪西町）敷地を想定している。同センターは延命化工事により

引き続き利用できる可能性があり、新設と比較し、災害に対する強靱（きょうじん）性

や事業費などを踏まえ総合的に整備方法を判断する。 
 稼働予定は新設の場合で令和 14 年度、延命化の場合で令和 11 年度を想定。20 年間の

比較では、建設費（浸水対策費など試算困難な費用は含まず）は新設が約 224 億円、延

命化が約 88 億円と差があるものの、国からの交付金や廃熱利用発電による売電収入など

の歳入も含めたライフサイクルコストでは「大きな差異は見られない」とした。 

 （令和３年 12 月 24 日愛媛新聞の記事を参照） 
 

(8) 実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(9)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
  


